
札幌市環境影響評価条例施行規則（平成12年規則第21号）新旧対照表 

改 正 前 改 正 後 

第１条から第57条まで （省略） 

 

別表１（第３条及び第４条関係） 

第１条から第57条まで （現行のとおり） 

 

別表１（第３条及び第４条関係） 

 番号 事業の種類 事業内容の要件 第一種事業の規模

要件 

第二種事業の規模

要件 

  番号 事業の種類 事業内容の要件 第一種事業の規模

要件 

第二種事業の規模

要件 

 

              

１の項 （省略） 
  

１の項 （現行のとおり） 
 

     

  

     

 

２ 条例第２条

第２項第２

号に掲げる

事業の種類 

ア ダムの新築の事業

（当該ダムが水力発

電所の設備となる場

合にあっては、当該

事業を実施しようと

する者（当該事業を

実施しようとする者

が２以上である場合

において、これらの

者のうちから代表す

る者を定めたとき

は、その代表する者）

が当該水力発電所を

その事業の用に供す

る電気事業法（昭和

39年法律第170号）第

２条第１項第８号の

電気事業者（以下単

河川管理施設等構

造令（昭和51年政

令第199号）第２条

第２号のサーチャ

ージ水位（サーチ

ャージ水位がない

ダムにあっては、

同条第１号の常時

満水位）における

貯水池の区域（以

下「貯水区域」と

いう。）の面積（以

下「貯水面積」と

いう。）が50ヘク

タール以上である

もの 

貯水面積が20ヘク

タール以上50ヘク

タール未満である

もの 

２ 条例第２条

第２項第２

号に掲げる

事業の種類 

ア ダムの新築の事業

（当該ダムが水力発

電所の設備となる場

合にあっては、当該

事業を実施しようと

する者（当該事業を

実施しようとする者

が２以上である場合

において、これらの

者のうちから代表す

る者を定めたとき

は、その代表する者）

が当該水力発電所を

その事業の用に供す

る発電の事業を営む

者等（自らが維持し、

及び運用する発電用

の電気工作物を用い

河川管理施設等構

造令（昭和51年政

令第199号）第２条

第２号のサーチャ

ージ水位（サーチ

ャージ水位がない

ダムにあっては、

同条第１号の常時

満水位）における

貯水池の区域（以

下「貯水区域」と

いう。）の面積（以

下「貯水面積」と

いう。）が50ヘク

タール以上である

もの 

貯水面積が20ヘク

タール以上50ヘク

タール未満である

もの 



に「電気事業者」と

いう。）又は同項第

９号の卸供給を行う

事業を営み、若しく

は営もうとする者

（以下「卸供給事業

者」という。）であ

るもの（当該水力発

電所の出力が6,000

キロワット以上であ

る場合に限る。）及

び当該水力発電所の

専用設備の設置に該

当するものを除く。）

て電気事業法（昭和

39年法律第170号）第

２条第１項第２号に

規定する小売電気事

業、同項第８号に規

定する一般送配電事

業又は同項第12号に

規定する特定送配電

事業の用に供するた

めの電気を発電する

事業を営み、又は営

もうとする者をい

う。以下同じ。）で

あるもの（当該水力

発 電 所 の 出 力 が

6,000キロワット以

上である場合に限

る。）及び当該水力

発電所の専用設備の

設置に該当するもの

を除く。） 



   イ せきの新築の事業

（当該せきが水力発

電所の設備となる場

合にあっては、当該

事業を実施しようと

する者（当該事業を

実施しようとする者

が２以上である場合 

計画たん水位（せ

きの新築又は改築

に関する計画にお

いて非洪水時にせ

きによってたたえ

ることとした流水

の最高の水位でせ

きの直上流部にお

たん水面積が20ヘ

クタール以上50ヘ

クタール未満であ

るもの 

    イ せきの新築の事業

（当該せきが水力発

電所の設備となる場

合にあっては、当該

事業を実施しようと

する者（当該事業を

実施しようとする者

が２以上である場合

において、これらの

者のうちから代表す

る者を定めたとき

は、その代表する者）

が当該水力発電所を

その事業の用に供す

る発電の事業を営む

者等であるもの（当

該水力発電所の出力

が6,000キロワット

以上である場合に限

る。）及び当該水力

発電所の専用設備の

設置に該当するもの

を除く。） 

計画たん水位（せ

きの新築又は改築

に関する計画にお

いて非洪水時にせ

きによってたたえ

ることとした流水

の最高の水位でせ

きの直上流部にお

けるものをいう。）

におけるたん水区

域（以下単に「た

ん 水 区域 」 とい

う。）の面積（以

下「たん水面積」

という。）が50ヘ

クタール以上であ

るもの 

たん水面積が20ヘ

クタール以上50ヘ

クタール未満であ

るもの 

 

において、これらの

者のうちから代表す

る者を定めたとき

は、その代表する者）

が当該水力発電所を

その事業の用に供す

る電気事業者又は卸

供給事業者であるも

の（当該水力発電所

の出力が6,000キロ

ワット以上である場

合に限る。）及び当

該水力発電所の専用

設備の設置に該当す

るものを除く。） 

けるものをいう。）

におけるたん水区

域（以下単に「た

ん水区域」とい

う。）の面積（以

下「たん水面積」

という。）が50ヘ

クタール以上であ

るもの 

 



 ウ せきの改築の事業

（当該改築後のせき

が水力発電所の設備

となる場合にあって

は、当該事業を実施

しようとする者（当

該事業を実施しよう

とする者が２以上で

ある場合において、

これらの者のうちか

ら代表する者を定め

たときは、その代表

する者）が当該水力

改築後のたん水面

積が50ヘクタール

以上であり、かつ、

たん水面積が25ヘ

クタール以上増加

することとなるも

の 

改築後のたん水面

積が20ヘクタール

以上であり、かつ、

たん水面積が10ヘ

クタール以上増加

することとなるも

の（この項のウの第

一種事業の規模要

件の欄に掲げる要

件に該当するもの

を除く。） 

  ウ せきの改築の事業

（当該改築後のせき

が水力発電所の設備

となる場合にあって

は、当該事業を実施

しようとする者（当

該事業を実施しよう

とする者が２以上で

ある場合において、

これらの者のうちか

ら代表する者を定め

たときは、その代表

する者）が当該水力

発電所をその事業の

用に供する発電の事

業を営む者等である

もの（当該水力発電

所の出力が6,000キ

ロワット以上である

場合に限る。）及び

当該水力発電所の専

用設備の設置に該当

するものを除く。） 

改築後のたん水面

積が50ヘクタール

以上であり、かつ、

たん水面積が25ヘ

クタール以上増加

することとなるも

の 

改築後のたん水面

積が20ヘクタール

以上であり、かつ、

たん水面積が10ヘ

クタール以上増加

することとなるも

の（この項のウの第

一種事業の規模要

件の欄に掲げる要

件に該当するもの

を除く。） 

 

発電所をその事業の

用に供する電気事業

者又は卸供給事業者

であるもの（当該水

力発電所の出力が

6,000キロワット以

上である場合に限

る。）及び当該水力

発電所の専用設備の

設置に該当するもの

を除く。） 

  

 エ 放水路の新築の事

業 

50ヘクタール以上

の面積の土地の形

状を変更するもの 

20ヘクタール以上

50ヘクタール未満

の面積の土地の形

状を変更するもの 

  エ 放水路の新築の事

業 

50ヘクタール以上

の面積の土地の形

状を変更するもの 

20ヘクタール以上

50ヘクタール未満

の面積の土地の形

状を変更するもの 

 



          

 ３の項及び４の項 （省略）   ３の項及び４の項 （現行のとおり）  

      

  

     

 

５ 条例第２条

第２項第５

号に掲げる

事業の種類 

ア 水力発電所の設置

の工事の事業（この

項のイの事業内容の

要件の欄に掲げる要

件に該当しないもの

に限るものとし、当

該水力発電所の設備

にダム又はせきが含

まれる場合におい

て、当該ダムの新築

又は当該せきの新築

若しくは改築を行お

うとする者（その者

が２以上である場合

において、これらの

者のうちから代表す

る者を定めたとき

は、その代表する者）

が当該水力発電所を

その事業の用に供す

る電気事業者又は卸

供給事業者でないと

きは、当該ダムの新

築又は当該せきの新

築若しくは改築であ

出力が15,000キロ

ワット以上である

発電所を設けるも

の 

出力が6,000キロワ

ット以上15,000キ

ロワット未満であ

る発電所を設ける

もの 

５ 条例第２条

第２項第５

号に掲げる

事業の種類 

ア 水力発電所の設置

の工事の事業（この

項のイの事業内容の

要件の欄に掲げる要

件に該当しないもの

に限るものとし、当

該水力発電所の設備

にダム又はせきが含

まれる場合におい

て、当該ダムの新築

又は当該せきの新築

若しくは改築を行お

うとする者（その者

が２以上である場合

において、これらの

者のうちから代表す

る者を定めたとき

は、その代表する者）

が当該水力発電所を

その事業の用に供す

る発電の事業を営む

者等でないときは、

当該ダムの新築又は

当該せきの新築若し

くは改築である部分

出力が15,000キロ

ワット以上である

発電所を設けるも

の 

出力が6,000キロワ

ット以上15,000キ

ロワット未満であ

る発電所を設ける

もの 



る部分を除く。） を除く。） 

  イ 水力発電所の設置

の工事の事業（当該

水力発電所の設置の

工事が貯水面積が50

ヘクタール以上であ

るダムの新築、たん

水面積が50ヘクター

ル以上であるせきの

新築又は改築後のた

ん水面積が50ヘクタ

ール以上であり、か

つ、たん水面積が25

出力が6,000キロ

ワット以上である

発電所を設けるも

の 

     イ 水力発電所の設置

の工事の事業（当該

水力発電所の設置の

工事が貯水面積が50

ヘクタール以上であ

るダムの新築、たん

水面積が50ヘクター

ル以上であるせきの

新築又は改築後のた

ん水面積が50ヘクタ

ール以上であり、か

つ、たん水面積が25

ヘクタール以上増加

することとなるせき

の改築（以下「大規

模ダム新築等」とい

う。）を伴い、かつ、

大規模ダム新築等を

行おうとする者（そ

の者が２以上である

場合において、これ

らの者のうちから代

表する者を定めたと

きは、その代表する

者）が当該水力発電

所をその事業の用に

出力が6,000キロ

ワット以上である

発電所を設けるも

の 

  

ヘクタール以上増加

することとなるせき

の改築（以下「大規

模ダム新築等」とい

う。）を伴い、かつ、

大規模ダム新築等を

行おうとする者（そ

の者が２以上である

場合において、これ

らの者のうちから代

表する者を定めたと

きは、その代表する

者）が当該水力発電

所をその事業の用に

  



供する電気事業者又

は卸供給事業者であ

るものに限る。） 

供する発電の事業を

営む者等であるもの

に限る。） 

 ウ 水力発電所の変更

の工事の事業（この

項のエの事業内容の

要件の欄に掲げる要

件に該当しないもの

に限るものとし、当

該水力発電所の変更

の工事がダムの新築

又はせきの新築若し

くは改築を伴う場合

において、当該ダム

出力が15,000キロ

ワット以上である

発電設備の新設を

伴うもの 

出力が6,000キロワ

ット以上15,000キ

ロワット未満であ

る発電設備の新設

を伴うもの 

  ウ 水力発電所の変更

の工事の事業（この

項のエの事業内容の

要件の欄に掲げる要

件に該当しないもの

に限るものとし、当

該水力発電所の変更

の工事がダムの新築

又はせきの新築若し

くは改築を伴う場合

において、当該ダム

の新築又は当該せき

の新築若しくは改築

を行おうとする者

（その者が２以上で

ある場合において、

これらの者のうちか

ら代表する者を定め

たときは、その代表

する者）が当該水力

発電所をその事業の

用に供する発電の事

業を営む者等でない

ときは、当該ダムの

新築又は当該せきの

出力が15,000キロ

ワット以上である

発電設備の新設を

伴うもの 

出力が6,000キロワ

ット以上15,000キ

ロワット未満であ

る発電設備の新設

を伴うもの 

 

の新築又は当該せき

の新築若しくは改築

を行おうとする者

（その者が２以上で

ある場合において、

これらの者のうちか

ら代表する者を定め

たときは、その代表

する者）が当該水力

発電所をその事業の

用に供する電気事業

者又は卸供給事業者

でないときは、当該

ダムの新築又は当該



せきの新築若しくは

改築である部分を除

く。） 

新築若しくは改築で

ある部分を除く。） 

 エ 水力発電所の変更

の工事の事業（当該

水力発電所の変更の

工事が大規模ダム新

築等を伴い、かつ、

大規模ダム新築等を

行おうとする者（そ

の者が２以上である

場合において、これ

らの者のうちから代

表する者を定めたと

出力が6,000キロ

ワット以上である

発電設備の新設を

伴うもの 

   エ 水力発電所の変更

の工事の事業（当該

水力発電所の変更の

工事が大規模ダム新

築等を伴い、かつ、

大規模ダム新築等を

行おうとする者（そ

の者が２以上である

場合において、これ

らの者のうちから代

表する者を定めたと

きは、その代表する

者）が当該水力発電

所をその事業の用に

供する発電の事業を

営む者等であるもの

に限る。） 

出力が6,000キロ

ワット以上である

発電設備の新設を

伴うもの 

  

きは、その代表する

者）が当該水力発電

所をその事業の用に

供する電気事業者又

は卸供給事業者であ

るものに限る。） 

          

 オからコまで （省略）   オからコまで （現行のとおり）  

          

          

６の項から19の項まで （省略） 
   

６の項から19の項まで （現行のとおり）
  

           

    

（以下省略） （以下現行のとおり） 



  

  


